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○ 臨床検査技師は、医師の具体的指示を受けて採血行為を行うことが認められている。 
 

○ これは、血液を検体とする検査において特に高い精度と迅速な処理が要求されるため臨床検査技師が採血及

び検査を一貫して行う必要がある場合に備えたものである。 

  なお、採血行為それ自体は臨床検査技師の本来業務ではない。 

１．現行制度 

臨床検査技師が行う検査について、その精度を高くするとともに、迅速な処理を行う観点から、当該検査

と一貫して行う必要がある場合が想定され、一定程度、ルーティン化しうる行為があるのではないか。 

  
 以下の行為については、それぞれ検査と一貫して行うことにより、高い精度と迅速な処理が期待されることから 
診療の補助として医師の具体的指示を受けて行うものとして、臨床検査技師の業務範囲に追加する。 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

○関係法令・通知等を改正し、追加された行為を安全かつ適切に行うために必要な教育内容を、現行の教育内容
に配慮しつつ追加。 

○既に臨床検査技師の資格を取得している者について、医療現場において追加された行為を実施する際には、追
加研修を受講することを義務化。 

３．教育内容等の見直し 

 

 

➀微生物学的検査等（インフルエンザ等）における検体採取 

  （鼻腔拭い液、鼻咽頭拭い液、咽頭拭い液、鼻腔吸引液等の採取） 
②微生物学的検査等（細菌・真菌検査等）における検体採取 
     （表在組織から膿、表皮・粘膜表面などの直接採取） 
     （手足指から表皮の直接採取、頭部ブラシ法（白癬菌等の検出）） 
③微生物学的検査等（糞便検査）における検体採取 
     （スワブを用い肛門部から便の直接採取） 
 
 
 

２．見直しの方向性（案） 



 
参照条文   

  

○臨床検査技師等に関する法律（昭和三十三年法律第七十六号） 

 

   （定義）  

 第二条 この法律で「臨床検査技師」とは、厚生労働大臣の免許を受けて、臨床検査技師の名称を用

いて、医師又は歯科医師の指示の下に、微生物学的検査、血清学的検査、血液学的検査、病理学

的検査、寄生虫学的検査、生化学的検査及び厚生労働省令で定める生理学的検査を行うことを業

とする者をいう。  

 

   （保健師助産師看護師法との関係）  

 第二十条の二 臨床検査技師は、保健師助産師看護師法（昭和二十三年法律第二百三号）第三十一

条第一項及び第三十二条の規定にかかわらず、診療の補助として採血（医師又は歯科医師の具

体的な指示を受けて行うものに限る。）及び第二条の厚生労働省令で定める生理学的検査を行うこ

とを業とすることができる。  

 ２ （略） 

 

 

 


